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◎お寄せいただいたご意見と、ご意見を考慮した結果（区の考え方）や理由等について下記

のとおりまとめました。 
 

意見の概要と区の考え方 

№ 意見の概要 区の考え方 

全体について 

1 

杉並区として「アニメ」「農業」「就労」

に重点を置くことが理解でき、よくま

とまった計画と感じた。 

産業振興計画の推進にあたっての参考

意見とさせていただきます。 

目標１について 

2 

杉並区観光協会を設立し、その事業展

開の中で、目標 1 に掲げる取組内容の

実現を図ってほしい。 

目標１に掲げた施策を着実に推進する

ことにより、目標が示す将来像の実現

に向けて取り組んでいきます。ご意見

については、今後の参考とさせていた

だきます。 

3 

区内の産業は未だ掘り起こしができて

いないと感じている。教育産業や文化

産業などの資源をビジネスに結び付け

る工夫が必要と考える。広い視野から

継続的に収益につなげる方法も盛り込

んでもらいたい。 

産業団体等と区の連携体制を構築し、

区内産業の魅力の発信や事業者間の交

流の機会・場を拡大する取組を通じて、

区内事業所の優れた技術や質の高い製

品、サービスを発掘していきます。こ

うした取組により様々な資源をビジネ

スチャンスにつなげ、事業者が収益を

上げていくことを目指しており、ご意

見の趣旨は計画に盛り込んでおりま

す。 

目標２について 

4 

観光協会を設立し、商店会、町会と協

力して、区内の有形・無形の文化資産

の探索・発掘を行うとともに「杉並七

福神」を認定したらどうか。 

その地域が持つ歴史、自然環境、文化

などの地域特性を活かした商店街の取

組を支援するとともに、目標５の杉並

の「良さ」、「らしさ」の再発見、集積、

発信により、杉並の魅力の向上を図っ

ていきます。ご意見については、今後

の参考とさせていただきます。 

5 

地域や商店街の活性化には NPO 法人の

力は不可欠であり、彼らが持つノウハ

ウや人脈は地元企業にもプラスになる

ものが多いため、先進的なＮＰＯに積

極的に関わってもらうべきと考える。

商店街への経営支援の中で、民間企業

や NPO 等の外部人材が積極的に商店街

事業に関わり、サポートすることによ

り、商店街の活性化を図る取組を進め

ていきます。 

6 

「にぎわい活力」をもたらす安全・安

心な商店街に向けた具体的な取組とし

ては、屋外喫煙・落書き・違法広告物

の禁止が最重要課題であり、計画に盛

り込んでほしい。 

ご意見については、快適に買い物がで

きる商店街の環境整備を推進する上で

の参考とさせていただきます。 

（別紙１）



 

№ 意見の概要 区の考え方 

目標３について 

7 

区内の農家が「土の質」に適用する果

物の木を植林・育成し、収穫物を使用

した和・洋菓子のコンテストを実施し、

新たな「杉並名物」の創造を目指した

らどうか。 

「区内農産物の魅力向上、ブランド化」

は目標３の中で計画化し、取り組むこ

ととしています。ご意見については、

今後の参考とさせていただきます。 

8 

都市農地の保全の重要性はわかるが、

それがどう地産地消に結びついている

のかよく見えない。塀で囲って「農地」

の表示があっても活用されていないと

ころもあり、区民にわかりやすい形で

日常的に良質な農産物を提供してもら

えるといい。そうでなければ、宅地や

防災目的の公園にした方がいい。 

農業の担い手に対する耕作指導などに

より、都市農業の充実を図るとともに、

その収穫物が広く区民等に購入・利用

される取り組みを進めていきます。 

目標５について 

9 

「魅力的でにぎわいがあるまち」がな

ぜアニメなのかよくわからない。魅力

的な商店街、まちづくりは是非やって

ほしいが、アニメにとらわれる必要は

ないと考える。 

「魅力的でにぎわいがあり、また行っ

てみたくなるまち」という目標を実現

するうえで、アニメの持つ発信力や集

客力、活気を生む娯楽性の高さは、ま

ちの魅力とにぎわいを創る一つの有効

な手段になると考えます。 

その他 

10 
農業とアニメは専門部署を作った方が

スムーズに進められると思う。 

産業振興計画の推進にあたっての参考

意見とさせていただきます。 

11 
産業を考える審議会としては、女性と

若者が足りておらずもったいない。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

12 

杉並区で、東京電力以外の原発を持っ

ていない電力会社からの電力購入や民

間の余剰電力の購入、区の施設での自

然エネルギーの発電、また電力自由化

を促進するような取組をぜひ行っても

らいたい。 

今後、地域のエネルギー対策を考える

上での参考とさせていただきます。 

 

 



計画案の修正一覧 

№ 修正個所 修正前 修正後 修正理由 

1 
はじめに・

「改定の経

緯と趣旨」 

(P1) 

平成24年  に「杉並区基

本構想(10年ビジョン)」を

平成24年3月に「杉並区基

本構想(10年ビジョン)」を 

より適切な

記述に修正 

2 

「杉並区総合計画(10 年プ

ラン)」         

         を策定

し、 

「杉並区総合計画(10 年プ

ラン)」と「杉並区実行計画

(3 年プログラム)」を策定

し、 

より適切な

記述に修正 

3 
目標1・取組

1①(P7) 

幅広い産業を念頭に置き、

           事

業者や区民、区の責務など

を定めた 

幅広い産業を念頭に置き、

産業振興の基本理念や、事

業者、区民、区の責務など

を定めた 

より適切な

記述に修正 

4 
目標2・体系

図(P12) 

⑧専門家の派遣による商店

街の経営力強化○新○重 

⑧専門家の派遣による商店

街の経営力強化 ○重 

誤記による

修正 

5 
目標2・取組

3⑦(P14) 

民間企業、社会企業家、Ｎ

ＰＯ等の外部人材が積極的

に商店街事業に関わり、 

民間企業、     ＮＰ

Ｏ等の外部人材が積極的に

商店街事業に関わり、 

より適切な

記述に修正 

6 
目標2・取組

3⑧(P14) 

⑧専門家の派遣による商店

街の経営力強化新規・重点

⑧専門家の派遣による商店

街の経営力強化  ・重点 

誤記による

修正 

7 

目標 3・「基

本的な方向

性・取り組

みの視点」

(P15) 

安全で新鮮な区内農産物を

積極的に消費者の食卓に直

結させていきます。 

安全で新鮮な区内農産物と

消費者の食卓を積極的に結

びつけていきます。 

より適切な

記述に修正 

8 

目標4・現状

と課題 

(P21) 

平成 23 年の全国の完全失

業率(平均推計値)は 4.6％

となっています。とりわけ

15～24歳は8.2％、25～34

歳が 5.8％となっているな

ど、若年者の雇用環境は大

変厳しい状況です。 

平成 23 年の全国の完全失

業率(平均   )は 4.5％

となっています。とりわけ

15～24歳は8.2％、25～34

歳が 5.7％となっているな

ど、若年者の雇用環境は大

変厳しい状況です。 

最新の情報

に修正 

9 
目標5・取組

1①(P28) 
「高円寺の阿波踊り」 「高円寺の古着」 

より適切な

記述に修正 

10 
目標5・取組

1④(P28) 

高円寺阿波踊りや阿佐谷七

夕祭り 

高円寺阿波おどりや阿佐谷

七夕まつり 

誤記による

修正 

11 
目標5・取組

2⑧(P29) 

中心的な役割を担えるよう

検討を行っていきます。 
            

            

            

          

中心的な役割を担えるよう

検討を行っていきます。 

 今後策定する「（仮称）施

設再編整備計画」の方針を踏

まえた活用方策についても

検討していきます。 

より適切な

記述に修正 

（別紙２）
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はじめに 
 

○改定の経緯と趣旨 
区では、平成 24 年 3 月に「杉並区基本構想（10 年ビジョン）」を策定しました。こ

れを受け、その実現の具体的な道筋となる「杉並区総合計画（10 年プラン）」と「杉並

区実行計画（3 年プログラム）」を策定し、その中に、将来を見据えた産業振興の基盤

を整備するため、産業振興計画の改定・推進を盛り込みました。 

そこで、産業の振興に関して必要な事項を調査審議するため、杉並区産業振興審議

会を平成 24 年 5 月に設置し、産業振興計画の改定に向け、今後の産業振興施策を進め

るにあたっての目標・基本的な方向性・取組の視点について諮問しました。 

同年 12 月に審議会から、「既存の商・工・農といった産業の枠組みにとらわれない

横のつながりを意識した施策」「意欲あふれる事業者等が積極的に挑戦できる環境の整

備」「農地保全と地産地消の推進」「就労や雇用・労働環境の向上」「まちづくりの視点

からの取組の推進」に着目して取りまとめられた、基本指針―「地域ににぎわいと活

力を生み出す 住環境と調和した杉並らしい産業の振興」とそれに基づく 5 つの目標

を内容とする答申が提出されました。 

この答申を踏まえ、産業振興分野における、区と産業関係者の共通指針となる杉並

区産業振興計画を改定するものです。 

 

○計画の性格・位置づけ 
この計画は、杉並区基本構想で示された将来像の実現に向けた目標を踏まえ、総合

計画、実行計画の実効性を高めるため、産業振興分野における目標、基本的な方向性、

取組・事業の体系等を明らかにし、区と産業関係者の共通指針とするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉並区基本構想 

（10 年ビジョン）

総合計画 

（10 年プラン） 

実行計画 

（３年プログラム）

各年度の予算 

産業振興計画 

目標２ 
 暮らしやすく快適で魅力あるまち 

施策７ 
 地域の特性を活かし将来を見据えた

産業の振興 

産業振興の基盤整備 
 産業振興計画の改定・推進 
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○計画の体系 
 本計画では、「地域ににぎわいと活力を生み出す 住環境と調和した杉並らしい産業

の振興」という基本指針のもと、基本目標と実施すべき具体的な取組について、以下

のとおり定めます。 

基本 

指針 
目 標 取 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

創業・新たな事業展開への支援 

経営基盤の強化 

交流促進の場の整備 
地
域
に
に
ぎ
わ
い
と
活
力
を
生
み
出
す 

住
環
境
と
調
和
し
た
杉
並
ら
し
い
産
業
の
振
興 

目標１ 

多様な産業と住宅都市が

共に発展するまち 

人・モノ・情報の循環が促進される仕組みづ

くり

目標２ 

区民生活を豊かにする産

業に支えられ、安全で住

みやすいまち 

安全・安心な生活支援拠点としての商店街づ

くり 

まちづくりと連動した魅力ある商店街づく

り 

商店街への経営支援 

商店街の組織機能強化 

目標３ 

食卓に彩りと心に潤いを

与える産業で、やすらぎ

があるまち 

都市農地保全への取組 

地産地消の多面的な推進 

都市農業の担い手育成と支援 

都市農業への理解を深める取組 

目標４ 

安心して地元で元気に働

き続けられるまち 

誰もが自分にあった働き方を選択できる仕

組みづくり 

意欲ある人材と区内企業を結びつける取組

の推進 

仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）の実現

に向けた労働環境の整備 

目標５ 

魅力的でにぎわいがあ

り、また行ってみたくな

るまち 

杉並らしさを活かした集客事業の推進 

アニメを活用した事業の推進とアニメ産業

の支援 

まちづくりと連動した魅力ある商店街づく

り【再掲】 
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○計画期間 
 平成 25 年度から 33 年度までの 9 年間を計画期間とし、総合計画の改定とあわせ、

社会経済状況の変化等に的確に対応するよう計画の改定を行っていきます。 

 

○計画の推進 
 計画を確実に推進していくために、目標達成に向けた事業の実施状況を定期的に点

検・評価し、その内容や成果を踏まえ、適切な見直しを継続的に行っていきます。 

また、計画の進捗状況や成果については、杉並区産業振興審議会や産業団体に報告

し、評価や意見を求めていきます。 

 
 
 
  

【凡例】 

○新 （新規事業）…新たな考えに基づく事業 

○重 （重点事業）…重点的に進めていく事業 
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目標１ 多様な産業と住宅都市が共に発展するまち 
 

【目標が示す将来像】 
 住宅都市に調和した多様な産業が発展を続けることにより、まちに活気がもたらさ

れています。 

 

【現状と課題】 
 ○杉並区の総人口は、平成 12 年の約 51 万人が、平成 23 年には約 54 万人になりま

した。この間、65 歳以上の高齢者は増加し、一方、生産年齢人口や 14 歳以下の年

少人口はいずれも微増ですが、総人口に占める割合はそれぞれ減少しています。今

後もさらに少子化や生産年齢人口の減少が見込まれ、区民の年齢構成が変化してい

きます。 

 ○杉並区は土地の大部分を住宅地が占めています。夜間人口の比率とともに昼間人

口比率も増加していますが、区内に住み、区内で働く人の率は 28％にとどまって

います。そのような中、職住近接を求めている事業所は多くあります。 

 ○杉並区の事業所数及び従業者数は、これまでの 10 年間に約 1 割減少しています。

一方、生活環境の向上に寄与する商業や生活支援産業など、区民生活の質的向上

に寄与する業種は増加しています。また、産業分類別の事業所数を他の区部と比

較すると、不動産、生活関連サービス、医療・福祉、教育など地域に密着した業

種の比率が高く、住宅都市としての性格が表れています。 

 ○区民生活や区内産業を取り巻く環境は、社会状況や経済状況の変動により、大き

く変化していきます。区内事業者の多くは、急激な環境変化に十分に対応しきれ

ず、厳しい経営状況にあります。平成 22 年からの 3 年間で 6 割の事業所で売上高

が減少しており、特に「卸売業・小売業」、「生活関連サービス業・娯楽業」で厳

しい結果となっています。一方、「教育・学習支援業」「医療・福祉」「情報通信業」

は比較的堅調でした。 

 

【基本的な方向性・取組の視点】 
○区内の魅力的な産業や地域資源を国内外に向けて発信し、ブランド力を向上させる

シティプロモーション（文化や施設・イベントなど杉並を売り出すことを意識した

取組）を推進していきます。これは、地域の新たな産業の創出や消費を拡大させる

原動力となります。また、区民が「我がまち」に誇りと愛着を持ち、来街者を増加

させ、新たな転入者や地域貢献活動への参加者を増加させるという成果が望め、そ

の結果、区民生活と産業振興にプラスの影響を及ぼすことが期待できます。 

○杉並区は、生活関連サービス業・教育・福祉など、既存の商業・工業・農業といっ

た分類に当てはまりにくい多様な産業で構成されており、相互につながりがありま

す。この産業のつながりを意識し、区内での消費活動や交流、区内企業での就労や

技術の承継、区と事業者・異業種間での情報交換や情報共有など、地域内で人・モ

ノ・情報の循環が促進される仕組みづくりを進めていきます。 
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○先行きが不透明で低迷する経済への対応や新たな産業・事業者育成に向けた取組を

促進するため、人材育成をはじめとし、融資あっせん制度の充実や起業・創業支援

の推進など、安定・継続した経営を可能とするための経営基盤の強化を図っていき

ます。また、時機に応じた経済対策を進めていきます。 

 

 

 

指 標 名 現 状 
目 標 

指標の説明 
26 年 33 年 

区内事業所数 
21,762 所 

（平成 21 年）
22,000 所 23,500 所 

経済センサス（総務省）

による 
区内従業者数 

180,285 人 

（平成 21 年）
180,000 人 180,000 人

 

 

 

 

 

  

目標別指標 
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⑪ 区内産業の状況分析と活用 

取組３ 経営基盤の強化 

⑫ 産業融資制度の充実【再掲】 

⑬ 相談機能の充実【再掲】

⑯ 交流自治体との産業交流の推進

取組４ 交流促進の場の整備 

⑰ 産業団体等と区の連携による交流の場の拡大【再掲】 

① （仮称）産業振興基本条例の制定 

取組１ 人・モノ・情報の循環が促進される仕組みづくり 

③ 産業団体等と区の連携による区内産業の魅力発信

④ 産業団体等と区の連携による交流の場の拡大 

⑭ 人材育成の充実 

⑤ （仮称）すぎなみまつりでの区内事業者との連携

⑥ 「ＢＵＹすぎなみ」の推進

② 産業振興センターにおける連携体制の構築

⑮ 福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営

目標１ 多様な産業と住宅都市が共に発展するまち 

⑦ 創業支援 

取組２ 創業・新たな事業展開への支援 

⑧ 創業支援施設の充実

⑨ 産業融資制度の充実

⑩ 相談機能の充実 

新 

重 

重 

重 

新 

重 

重 

重 

重 
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取組１ 人・モノ・情報の循環が促進される仕組みづくり 

区内の魅力的な事業者や製品等を知り、区内で活用・消費することは、区内産業の

活性化と発展につながります。さらに、区内産業の発展により、製品やサービスの質

が向上し魅力が高まることで、消費者である区民のより良い生活につながることが期

待できます。区内産業の魅力を発掘・発信し、質の高い製品等の販売・消費へとつな

げていくことで、地域内で人・モノ・情報が循環する仕組みを整備していきます。 

 

①  （仮称）産業振興基本条例の制定  新規 

 区の産業は、商業や工業のほかに農業や観光・アニメなど幅広い産業で構成されて

います。商店街や中小企業といった分類にとらわれずに、幅広い産業を念頭におき、

産業振興の基本理念や、事業者、区民、区の責務などを定めた「（仮称）産業振興基本

条例」を制定します。 

 

②  産業振興センターにおける連携体制の構築  重点 

区と産業団体が同じ施設の中で業務を行う「杉並区産業振興センター」において、

緊密に連携しながら区内産業の振興を促進していきます。また、日常的な意見交換や

協働による事業実施に加え、産業振興センター関係機関連絡会の場を活用して恒常的

に課題を共有し解決していきます。 

 

③ 産業団体等と区の連携による区内産業の魅力発信  重点 

区内事業者による優れた技術や他にはない製品、特徴のある事業者を紹介する PR 活

動の充実や製品を手にする機会の創出など、区内産業の魅力を区内外に発信していき

ます。また、技術開発や経営基盤の強化などに優れた実績を上げ、地域産業の発展に

貢献している区内事業者を表彰する制度の創設なども検討していきます。 

 

④ 産業団体等と区の連携による交流の場の拡大  重点 

業種の異なる様々な事業者が互いの経営資源を結びつけ、新たなビジネスチャンス

につなげることができるよう、異業種交流会を産業団体と区が連携して開催していき

ます。また、国や都、関連団体などが開催する交流会、展示会、ビジネスマッチング

フェアなどに、より多くの区内事業者が参加・出展できるよう、産業団体と区が連携

して支援していきます。 

 

⑤ （仮称）すぎなみまつりでの区内事業者との連携  新規 

 人が集まることによって元気が生まれ、情報の発信にもつながります。区内には、他

と比較して引けを取らない技術・商品を有している個性的な事業者が多く存在してい

ます。これらを区内だけでなく、区外の事業者や住民に売り出すことができる場を提

供し、区内産業の良さを多くの人に知ってもらい、ビジネスマッチングやジョブマッ

チングなどにつなげていくことが必要です。そのため、産業や交流などをコンセプト

に、区内事業者等とともに、「（仮称）すぎなみまつり」に取り組んでいきます。 
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＊ビジネスマッチング：企業の事業展開を支援する等の目的で、事業パートナーとの出会いをサ

ポートするサービスのこと 

＊ジョブマッチング：仕事と人材、 企業と個人をつなぐ橋渡しをすること 

 

⑥「ＢＵＹすぎなみ」の推進 

 区内での消費拡大による経済循環を進めるため、区内で生産された製品や農産物の

購入、区内商店街の利用促進などを目指して「BUY すぎなみ」を産業団体との連携に

より推進していくとともに、区においては公共調達の一翼を担う区内事業者の活用促

進に努めていきます。また、全国的に事業展開する区内企業等においては、国内外へ

の発信力をさらに高めることで、「BUY すぎなみ」を広く推進していきます。 

 

 

取組２ 創業・新たな事業展開への支援 

小さな事務所や自宅を仕事場とし、情報通信技術を活用する事業など住宅都市と調

和した産業の起業・創業や新たな事業展開を進める事業者を支援していきます。 

 

⑦創業支援  重点 

創業までの手続きや資金計画の立て方を学ぶ創業支援セミナー、起業・創業した人

たちの経験から学ぶワークショップなど、創業後の順調な発展につながる支援を充実

させていきます。 

 

⑧創業支援施設の充実 

良好な執務環境の確保と地域経済の実状に詳しい支援者の配置などにより創業支援

施設を充実させ、住宅都市と調和した都市型ビジネスの創業を支援していきます。 

 

⑨産業融資制度の充実 

事業の一層の活性化や厳しい経済情勢に対応する区内事業者のニーズを捉え、産業

融資制度の充実・見直しを行っていきます。 

 

⑩相談機能の充実  重点 

区内の経済事情に詳しい相談員によるきめ細かな相談や経営アドバイス、産業団体

や都と連携した相談体制の拡充など、相談機能を充実していきます。また、図書館を

活用した創業・経営相談を実施していきます。 
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取組３ 経営基盤の強化 

区内事業者の多くが直面する厳しい経営状況に対応するため、融資制度や相談機能

の充実、次代を担う人材の育成や技術力の継承・向上の推進など、経営基盤の強化を

支援していきます。 

 

⑪区内産業の状況分析と活用 

区や民間事業者・団体等が実施する景況調査や実態調査などにより浮かび上がって

くる区内産業の現状や課題を分析するとともに、それらを関係事業者と共有しながら

産業支援策を進めていきます。 

 

⑫産業融資制度の充実【再掲(P8)】 

 

⑬相談機能の充実【再掲(P8)】  重点 

 

⑭人材育成の充実 

区内事業者が実施する経営者・人事担当者セミナーや新規採用者の研修などの後継

者育成事業を支援することで、区内産業が持続的に発展する基盤を整備していきます。 

 

⑮福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営 

中小企業勤労者福祉事業「ジョイフル杉並」が、区内企業等の労働環境の向上と雇

用の確保につながるよう、勤労者一人ひとりの仕事と生活の状況に合う多様なサービ

スを提供していきます。また、今後の事業の運営状況を踏まえ、事業内容について必

要な見直しを図っていきます。 

 

 

取組４ 交流促進の場の整備 

自治体や業種の枠を超えて活発に交流できる場を拡げていくことは、産業の活性化

にもつながります。産業団体と区が手をとりあいながら、異業種交流会の共同開催や

交流自治体との交流事業の実施などにより交流促進の場を整備していきます。 

 

⑯交流自治体との産業交流の推進 

商店街での交流自治体の特産品販売の促進や様々なイベントを契機とした新たなビ

ジネスマッチングの創出などにより、区と交流自治体の産業発展に対する相乗効果を

生み出していきます。また、都市農業の担い手を育成するなど、交流自治体との連携

による人的交流などを進めていきます。 

 

⑰産業団体等と区の連携による交流の場の拡大【再掲(P7）】  重点 
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目標２ 区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住みやすいまち 

 

【目標が示す将来像】 

 商店街が地域の核となり、まちににぎわいと活力が生まれ、人々の交流やつながり

が深まり、良好な住環境と調和した居心地の良いまちになっています。 

 

【現状と課題】 
 ○商店街は、区民や区内で働く人にとって日常生活に必要な商品・サービスを提供

しています。これに加え、まちのにぎわいを創出するとともに、生活にうるおい

と豊かさを提供する安全・安心な地域の拠点としての役割が求められています。 

  平成 24 年杉並区区民意向調査では、商店街が必要だと思う理由として「なくな

ると買物が不自由になる」(44.2%)、「まちのにぎわいに必要」(41.2%)、「地域交流

の場として必要」(6.3%)、「なくなると通行が減少して防犯上心配である」(3.6%)、

「地域活動のリード役として必要」(3.4%)との結果が出ています。 

また、高齢化が進展する中、買物等に不便を感じている方々などが、引き続き豊

かで快適に生活を送るための拠点として、商店街の機能が再認識されています。 

 ○店舗の減少や商店街未加入事業者の増加は、商店街の経営力や活動力の低下を招

く大きな要因となります。大型店等では、企業等の社会貢献意識の高まりなどに

より、地域社会の一員としての社会貢献活動が進められています。大型店を含む、

未加入事業者の商店街への加入を促進し、商店街の一員として事業に協力するな

ど、地域商店街と大型店等が共生する商店街づくりを行っていく環境を整えてい

くことが必要です。 

 ○チェーン店の増加などに伴い、個々の商店街の個性や特徴が見えにくくなってい

ます。地域の特性を踏まえ、その資源を活用していくなど、その強みを顕在化さ

せ、魅力ある商店街づくりを進めていくことが必要です。 

 

【基本的な方向性・取組の視点】 
○駐輪場や休憩スペースの設置、街路の段差解消などの施設環境の改善に加え、防犯

カメラの設置や装飾灯ＬＥＤ化等への整備助成により、安全で快適な商店街環境の

整備を促進していきます。また、商店街での心のバリアフリーを一層進め、互いに

支えあい、誰でも使いやすく、おもてなしの心が伝わるやさしい商店街づくりを進

めていきます。 

○区内全域を対象とした画一的な商店街支援から、地域特性を重視したものに商店街

振興施策の重心を移していきます。また、まちの将来を展望した商店街の取組を積

極的に支援することにより、区民の日常生活の利便性を向上させるとともに、魅力

ある商店街づくりを進めていきます。 

 

 

 



11 

○商店街の活性化に向け、意欲がありながらも人材の不足などの要因から活動力が低

下している商店街に対し、外部人材の活用をはじめとする様々な経営支援制度で多

面的に支援していきます。また、商店街の活性化を図ることにより、大型店との関

係においても競争できるような環境づくりに努めていきます。 

○商店街の組織機能を強化するため、商店街と区が一体となって加入促進を進めると

ともに、スケールメリットを生かすための事業の連携や組織の再編などの取組を支

援していきます。 

 

 

 

 

指 標 名 現 状 
目 標 

指標の説明 
26 年 33 年 

地域特性を踏まえた商店

街事業の創出 

1 事業 

（24 年度）
3 事業 10 事業  

区内小売業の年間商品販

売額 

3,977 億円

（19 年度）
4,000 億円 4,080 億円

商業統計（経済産業

省）による 

 

 

 

  

目標別指標 
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目標２ 区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住みやすいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④地域特性を踏まえた商店街支援の促進 

取組２ まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり 

⑤文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進 

⑥商店街からの提案事業への柔軟な支援 

⑦外部人材を活用した商店街サポート事業の実施 

取組３ 商店街への経営支援 

⑧専門家の派遣による商店街の経営力強化 

⑨若手商業者への支援 

⑩商店街加入の促進による組織機能の強化 

取組４ 商店街の組織機能強化 

⑪スケールメリットを活かす事業、組織化への支援 

①商店街の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等の促進 

取組１ 安全・安心な生活支援拠点としての商店街づくり 

②快適に買い物ができる商店街環境整備の推進 

③商店街「心のバリアフリー」の推進 

重 

新 重 

新 重 

重 

重 

重 
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取組１ 安全・安心な生活支援拠点としての商店街づくり 

商店街は、商品の販売やサービスの提供に加え、まちのにぎわいを創出し、人と人

とがふれあう地域の貴重な財産です。区民それぞれのライフスタイルに応じて、多様

な支援のメニューが用意され、生活にうるおいと豊かさを与え、安全・安心に利用で

きる生活支援拠点としての商店街づくりを推進していきます。 

 

①商店街の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等の促進  重点 

 防犯カメラの設置や装飾灯ＬＥＤ化等の整備助成により、地域の防犯対策の向上、

交通の安全及び生活環境の整備を図り、安全・安心で地球環境にやさしい商店街環境

を整備していきます。 

 

②快適に買い物ができる商店街環境整備の推進 

 駐輪場や休憩スペースの設置などの共同施設整備や街路の段差解消など、商店街の

環境整備を一層進め、便利で快適な買物空間づくりを進めていきます。 

 

③商店街「心のバリアフリー」の推進 

商店街の利用を通じて、人と人とのつながりを感じ、居心地の良い場所となるよう、

きめ細かなサービスを提供する商店街づくりを進めていきます。また、高齢者や障害

者など誰もが利用しやすく、状況に応じた適切な声かけや必要な手助けを行うなど、

商店街のおもてなしの心が伝わる取組を推進していきます。 

 
 
取組２ まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり 

これからのまちづくりには、地域の多様な特性を活かしながら、商業の活性化やに

ぎわいの創出、施設の整備などの取組が求められています。地域住民や商店街関係者

等とこれからのまちの将来像を共有し、ハードの施策とソフトの施策との有機的な連

携を図ることで、「良いまちをつくりたい」という住民の想いに応える魅力的なまちづ

くりを進めていきます。 
 

④地域特性を踏まえた商店街支援の促進  重点 

商店街の立地環境やその地域が持つ歴史、自然環境、文化などの地域特性を活かし、

将来のまちづくりにつながる商店街の取組を積極的に支援していきます。 
 

⑤文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進 

 文化・芸術団体や様々な分野のアーティストが活動を行うことで、集客力や回遊性

を高め、個性的で魅力のある商店街づくりを推進していきます。 
 

⑥商店街からの提案事業への柔軟な支援  新規・重点 

まちづくりの視点を携えながらの地域ブランドづくりや商品開発など、地域経済の

活性化や地域コミュニティの醸成等の相乗効果が期待できる、商店街が提案する様々

な取組を柔軟に支援していきます。 
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取組３ 商店街への経営支援 

区民に求められる商店街の役割を担えるよう、後継者不足による廃業や高齢化によ

り活動力の低下している商店街への支援を強化し、活性化を図っていきます。また、

これからの商店街を担う人材の育成を図るため、若手商業者による事業を一層支援し

ていきます。 

 

⑦外部人材を活用した商店街サポート事業の実施  新規・重点 

 民間企業、ＮＰＯ等の外部人材が積極的に商店街事業に関わり、意欲がありながら

アイデアや実行力に不安がある商店街を強力にサポートすることにより、商店街の活

性化を図っていきます。 

 

⑧専門家の派遣による商店街の経営力強化  重点 

 商店街が抱える課題やニーズに対応できる幅広い分野の専門家を「商店街アドバイ

ザー」として派遣し、組織活動の強化支援や経営改善などを図るためのアドバイスを

行い、商店街の経営力を強化していきます。 

 

⑨若手商業者への支援 

 若手商業者の団体が提案する意欲的で工夫とアイデアが盛り込まれた事業を支援し、

これからの商店街を担う人材の育成を図りつつ、経営力の強化につなげていきます。 

 

 

取組４ 商店街の組織機能強化 

商店街と区が一体となって商店街への加入を促進するとともに、スケールメリット

を活かす地域の商店街による連携事業、組織の再編などの取組を積極的に支援し、組

織機能を強化していきます。 

 

⑩商店街加入の促進による組織機能の強化  重点 

商店街加入店増加による商店街の経営力や活動力の向上は、まちのにぎわいや活力

の創出などにつながります。商店街に加入する必要性や意義を明らかにすることで、

商店街と区が一体となって加入促進に取り組んでいきます。また、商店街を構成する

個店・チェーン店・大型店が協力し、同じ目標に向かって大きな力を発揮することが

できるよう、商店街の組織機能強化を図っていきます。 

 

⑪スケールメリットを活かす事業、組織化への支援 

 地域の複数の商店街が共同でスケールメリットを活かす事業を行う場合や、その取

組などを通じて、より組織機能の強化を図るための商店街組織の再編などが行われる

場合にアドバイスなどの支援をしていきます。 
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目標３ 食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち 

 

【目標が示す将来像】 
区民にやすらぎを与える都市農地が保全され、安全・安心な区内産農産物が食卓に

並ぶことにより区民の心とからだを支えています。 

 

【現状と課題】 
 ○「節成キュウリ」、「豊多摩早生（栗）」など、かつては、これらの特産品をはじめ、

多くの農産物が区内で生産されていました。都市化の進展などにより、農産物の

生産量は大きく減少しましたが、現在でも、安心・安全で高品質な農産物が区内

で生産されています。 

○農地の減少とともに、高齢化や後継者不足により農業の担い手も減少しています。

平成 12 年から平成 22 年の 11 年間で耕地・農家数とも約 25%減少しています。 

○都市農地は、安全で新鮮な質の高い農産物の生産地です。加えて、ヒートアイラン

ド現象の緩和や、災害時のオープンスペースの確保など、多様な機能を有していま

す。区民の約 7 割は都市農地を「貴重な緑地として保全」されることを希望して

おり、「新鮮な農産物の生産の場」「農作業を学び楽しめる場」として認識する区民

も多くいます。 

 
【基本的な方向性・取組の視点】 
○農地の減少を食い止め、都市農地の持つ多様な機能に対する区民の期待に応えられ

るよう、農地保全に向けて、農業従事者と区民と共に法令等の改正を関係機関に強

く働きかけていきます。 

○農地保全に向けた法令等の改正を要望するとともに、高齢等のため営農を継続する

ことが困難な農業者に対し、ＪＡ（農業協同組合）や他の農業者等と連携しながら

耕作を支援する仕組みを作っていきます。 

○地産地消の推進に向けて、区内農産物の生産と消費の拡大を進めるとともに、区民

の農業への参加や、学校給食・区内飲食店への食材提供、生産者の顔が見える販売

方法や地産地消マーケットの展開など、安全で新鮮な区内農産物と消費者の食卓を

積極的に結びつけていきます。 
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指 標 名 現 状 
目 標 

指標の説明 
26 年 33 年 

区内の農地面積 
48.83ha 

（24 年度）
47.2ha 41.6ha 

 

区内農業産出額 
34 千万円

（22 年度）
34 千万円 37 千万円

農作物生産状況調査（東

京都産業労働局）より 

貴重な緑地として農地を保全して

欲しいと思う区民の割合 

69% 

（23 年度）
75% 80% 杉並区産業実態調査 

 

 

 

  

目標別指標 



17 

目標３ 食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④地産地消マーケットの推進 

取組２ 地産地消の多面的な推進 

⑤区内産農産物の魅力向上、ブランド化 

⑦農業の維持・継続の支援 

取組３ 都市農業の担い手育成と支援 

⑧ボランティア等の活用支援 

⑨交流自治体との産業交流の推進【再掲】 

⑩区民農園・農業体験事業の充実 

取組４ 都市農業への理解を深める取組 

⑪各種イベント、観光事業等との連携 

⑫他自治体等との協働事業の実施 

①農地保全に向けた国・都・農業委員会等との連携 

取組１ 都市農地保全への取組 

②（仮称）農地活用懇談会の設置・運営 

③生産緑地地区の適正な管理と追加指定の実施 

⑥各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信 

⑬各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信【再掲】 

重 

新 

重 
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取組１ 都市農地保全への取組 

まちの貴重な財産である農地を保全するため、生産緑地の追加指定を行うことに加

え、関係法令や税制など都市農地を取り巻く様々な課題に対し、関係機関と連携しな

がら、その解決に向けた取組を進めていきます。 
 

①農地保全に向けた国・都・農業委員会等との連携  重点 

 都市農地の保全について、農地法、生産緑地法などの農地関係法令や相続税等の税

制度などの改正・改善に向け、国、東京都をはじめ、ＪＡ、東京都農業会議、他区等

と連携・協議を進めていきます。 

 

②（仮称）農地活用懇談会の設置・運営  新規 

農家の高齢化や後継者不足により、今後、耕作されない農地の増加や遊休農地の発

生が見込まれます。一方、区民農園事業が高い人気を示しているとおり、農業に興味・

関心を持つ区民は多数存在しています。このような状況を踏まえ、耕作希望者へ農地

を貸与できる仕組みや、教育活動、福祉施策での利用など、農地を積極的に活用する

方策について、農業関係者とともに研究・検討し、推進していきます。 

 

③生産緑地地区の適正な管理と追加指定の実施 

 適正な耕作が行われるよう農地パトロール等による管理を行っていきます。また、

生産緑地の追加指定につながる働きかけ等を行っていくとともに、制度上の制約から

実現していない生産緑地の貸与に関して検討を進めていきます。 

 ＊生産緑地：生産緑地法に基づき、都市計画として農地を長期間保全する地区 

 

 

取組２ 地産地消の多面的な推進 

 貴重な農地を保全し、後世に引き継いでいくためにも、生産・流通・普及・利用の各

要素の充実を図り、区内産農産物を区内で消費する地産地消を推進していきます。  

 

④地産地消マーケットの推進  重点 

 各農家が個別に行っている直売所やＪＡが主催する即売会について、種類や量、開催

頻度などを充実するよう、取組を進めていきます。また、区内産農産物が、商店街等の

区民に身近な場所で気軽に購入でき、区内飲食店や学校・区施設などで広く利用される

よう、各農業者の生産力や生産時期等の計画、農産物の納入方法などの課題を踏まえ、

区と農業者が協議を行いながら、地産地消の推進につながる流通システムの構築を検討

していきます。 
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⑤区内産農産物の魅力向上、ブランド化 

農業者やＪＡ、農業に関連する教育機関等と連携しながら、新品種の生産や有機農

法での栽培促進など「すぎなみ産農産物」の魅力向上やブランド化を検討し、区民の

消費拡大や農業産出額の向上を進めていきます。 

 

⑥各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信 

 区内産農産物の販売情報や生産者情報などを、農産物直販マップやホームページ、

ＪＡ店舗、広報等の情報媒体を利用して積極的に発信していきます。 

 

 

取組３ 都市農業の担い手育成と支援 

区内の農業の担い手は減少傾向にありますが、一方で、様々な形で農業に親しみた

いと思っている区民は多数存在しています。そこで、農業者に対し区民ボランティア

を派遣するなど、農業が継続できる体制づくりを進め、農業者及び後継者への支援を

行っていきます。また、交流自治体等の協力を得ながら農業支援を行っていきます。  

 

⑦農業の維持・継続の支援 

 区内農業を維持・継続できるよう、農業の担い手が農業を継続しやすい環境を整え

ていきます。農業の担い手に対する耕作指導や新たな品種栽培指導の充実、資機材等

に対する支援などをＪＡ等と連携しながら検討し、実施していきます。 

 

⑧ボランティア等の活用支援 

 高齢等の理由から耕作が困難又は不十分となった農業者に対し、農業が継続できる

よう、耕作意欲のあるボランティア等の活用を支援していきます。 

 

⑨交流自治体との産業交流の推進【再掲(P9)】 

 

 

取組４ 都市農業への理解を深める取組 

区民農園や農業体験事業など、区民が気軽に農業とふれあえる機会を創出・拡充し、

都市農業への理解と支援の輪を広げていきます。また、農産物直販マップやホームペ

ージ等を活用し、生産者情報や販売情報などを発信するとともに、区の各種事業やイ

ベントとの連携、世田谷区及びＪＡとの協働事業の実施などを通じて、積極的に啓発

に努めていきます。  

 

⑩区民農園・農業体験事業の充実 

 区民農園でのアドバイザーによる農業講習会、作付段階から収穫までの農業体験、

収穫物の品評会への出展等、区民の農業への親しみや収穫の喜びが感じられる取組を

行っていきます。 
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⑪各種イベント、観光事業等との連携 

 農地は、区の豊かなみどりを支える礎です。教育や福祉等の各行政分野の事業や各

地域で行われるイベント、観光事業等とも積極的に連携を進め、区民への啓発に努め

ていきます。 

 

⑫他自治体等との協働事業の実施 

 「都市農地を守ろう！」を合言葉に、ＪＡ及び世田谷区と協働によりイベントや収

穫体験等の事業を実施し、区民の都市農地に対する愛着と理解を深める啓発活動に努

めていきます。また、交流自治体との連携による農業体験ツアーの実施など、区民が

農業に触れ合う機会の提供を検討していきます。 

＊「都市農地を守ろう！」共同宣言：平成 23 年 11 月 18 日、東京中央農業協同組合と杉並区、

世田谷区が連携し、都市農業の振興及び農地保全への理解を深めるとともに、国等に対して大

きな転換を求める気運を高めることを目的として行われた共同宣言 

 

⑬各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信【再掲（P19）】 
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目標４ 安心して地元で元気に働き続けられるまち 

 

【目標が示す将来像】 
仕事と生活を無理なく両立できる魅力的な区内の企業で、誰もが自分らしく安心し

て働いています。 

 

【現状と課題】 
 ○無業による未収入や非正規雇用などによる収入の低下は、未婚や晩婚化を進め、

少子化に更に拍車がかかる要因ともなっています。区政においても、社会保障の

担い手減少による税収の低下や生活保護などの扶助費が増加するという、負の循

環を生み出す可能性があります。このままの状況が続くと、少子化・高齢化によ

る労働力人口の減少とも相まって、区内産業・経済の停滞を引き起こし、まちの

活気が低下する恐れがあります。 

○厳しい経済・雇用情勢が引き続く中、平成 23 年の全国の完全失業率（平均）は 4.5%

となっています。とりわけ 15～24 歳は 8.2%、25～34 歳が 5.7%となっているな

ど、若年者の雇用状況は大変厳しい状態です。また、ハローワーク新宿の登録求職

者の 30%以上が杉並区民であることから、区内における職業紹介機能や若者への

就労支援の重要性は高まっています。 

○区内には、就労意欲がありながらも、生活や家族、健康などに不安を抱え、就労に

結びついていない人が多数潜在しています。こうした人たちを掘り起こし、就労に

つなげていくための支援が求められています。 

 ○就労意識の変化や就労形態の多様化により女性の社会進出が進んでいます。しか

し、育児や介護をしながら働く環境の整備は十分とは言えません。また、男女と

もに趣味や余暇、地域活動に取り組みたいと望んでいますが、仕事と家庭の二者

択一を迫られている状況です。誰もがより充実した生活を送り、成長しながら働

くことができ、また、企業にとっても、持続的な発展のため社員が力を十分に発

揮できる取組として、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実践が

望まれています。 

 
【基本的な方向性・取組の視点】 
○就労意欲がありながらも、生活や家族、健康などの不安を抱えているために就労に

結びついていない人を掘り起こし、就労相談から就職後の定着まで、求職者一人ひ

とりに寄り添ったきめ細やかな支援を行っていきます。また、区の関係部署で情報

の共有・連携を密にして、横のつながりを持った支援を進めていきます。 

○区内企業と区がパートナー関係を構築し、区内産業の魅力発信の充実を図るととも

に、求人開拓や中間的就労の場を確保するなど、就労意欲のある人材と区内企業を

結びつけるための取組を進めていきます。 
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○誰もが社会の中で自分らしい生き方を選択でき、その生活の状況や希望に応じて、

仕事と仕事以外の生活を無理なく両立できる働きやすい環境を整備していくとと

もに、企業や事業主の理解と協力を得て、社会全体で仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）をさらに進めていきます。 

 

 

 

 

指 標 名 現 状 
目 標 

指標の説明 
26 年 33 年 

就労相談から就職に至った延

人数 
― 100 人 650 人 

 

若者を中心とした就職準備相

談及び心理相談の実施延人数 
― 2,500 人 13,000 人

 

仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）に関心がある

事業所の割合 

49.6% 

（23 年度）
55% 65% 

杉並区産業実態調査 

 

 

 

  

目標別指標 
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目標４ 安心して地元で元気に働き続けられるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③区内企業の魅力を伝えるＰＲ活動 

取組２ 意欲ある人材と区内企業を結びつける取組の推進 

④新たな人材の登用につながる求人開拓 

⑤社会参加・中間的就労の場の確保 

取組３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の 

実現に向けた労働環境の整備 

⑦仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の啓発促進 

⑧勤労者の健康づくり支援 

⑨福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営【再掲】 

取組１ 誰もが自分にあった働き方を選択できる仕組みづくり 

①相談者に寄り添った伴走型の支援 

②就労関係部署との連携による支援体制の強化 

⑥区内学校等との連携 

重 

重 

重 
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取組１ 誰もが自分にあった働き方を選択できる仕組みづくり 

就労支援センターでは、区とハローワーク新宿が一体となって、若者等の就労を支

援しています。就労意欲がありながらも雇用機会が得られない人や就労阻害要因を抱

え支援が必要な人など、一人ひとりの状況にあった働き方ができるように支援してい

きます。 

 

①相談者に寄り添った伴走型の支援  重点 

就労支援センターの「若者就労支援コーナー（愛称：すぎＪＯＢ）」では、就労につ

いて様々な不安や問題を抱えているなど、直ちに就職に結びつきにくい人に対し、相

談者の状況に応じた支援プログラムを作成し、そのプログラムに基づいた就労支援準

備相談、職業相談から就労後の定着支援まで、相談者に寄り添いながら伴走型の支援

を行っていきます。 

 

②就労関係部署との連携による支援体制の強化  重点 

相談者の就労阻害要因の軽減を図るため、福祉等関連部署との連携・情報共有を密

にして、効果的な就労支援を行っていきます。さらに、相談者の課題の早期把握にも

つながるワンストップ型の生活相談窓口の設置とともに、ニートなどの潜在的な要支

援者を就労支援センターの相談につなげるための取組について、若者の居場所づくり

の観点も踏まえ検討していきます。 

 

 

取組２ 意欲ある人材と区内企業を結びつける取組の推進 

地域経済を発展させ、地域貢献の担い手を確保するためには、地域への愛着を持っ

た区内在住の優れた人材を区内企業に増やしていくことが必要です。区と区内企業の

パートナー関係の構築による求人開拓や、区内学校との連携による就職活動の支援な

ど、区内の人材と区内企業を結びつける取組を進めていきます。 

 

③区内企業の魅力を伝えるＰＲ活動 

就労支援センターの企業ＰＲコーナーの充実やホームページの活用、企業見学会の

実施などにより、企業自身の特徴や魅力を求職者に提供していきます。 

 

④新たな人材の登用につながる求人開拓 

関係機関と連携し、就職面接会の実施や就職活動に役立つ知識や技術を習得できる

各種セミナー等を実施していきます。さらに、区内企業と連携した業種別の就職面接

会の開催やトライアル雇用の実施などにより、企業が求める人材の登用につなげてい

きます。 

＊トライアル雇用：労働者を企業が短期間（原則として 3 か月間）試行的に雇用し、双方が適性

や職場環境等について相互に確認した上で常用雇用に移行する制度 
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⑤社会参加・中間的就労の場の確保  重点 

様々な就労阻害要因を抱え、直ちに一般就労に結びつかない人に対し、一般就労に

つながるよう、ＮＰＯ団体、福祉施設、企業と連携しながら、ボランティア活動など

の社会参加の場や中間的就労の場を確保していきます。 

＊中間的就労：一般就労に直ちにつながりにくい人が、準備段階として日常生活での自立や社会

参加のために働くことができる就労機会のこと 

 

⑥区内学校等との連携 

区内の大学、専門学校、高校と連携して就職活動の現状把握に努め、就職先が決ま

っていない学生や中途退学者を就労支援センターの就労準備相談につながるよう取り

組んでいきます。また、区内企業の求人開拓の取組として、区内企業でのインターン

シップ制度を進めていきます。 

 

 

取組３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた労働環境の整備 

子育てや介護をしながらの就業など、生活を大事にしつつ多様な形で働くためには、

企業や事業主の理解と協力が欠かせません。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）の理念を普及・啓発するとともに、勤労者の福利厚生事業を充実することな

どにより、自分らしい生き方にあった労働環境の整備に向けた支援を行っていきます。 

 
⑦仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の啓発促進 

事業者や勤労者を対象とした各種セミナー・イベントなどの機会を活用し、仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する学習機会や情報提供の充実を図ってい

きます。あわせて、区男女共同参画担当と連携した講演会等に取り組んでいきます。 

 

⑧勤労者の健康づくり支援 

誰もが健康で働き続けられるよう、勤労者の心とからだの健康づくりを支援してい

きます。区の中小企業勤労者福祉事業「ジョイフル杉並」においても健康増進事業を

重点的に実施し、近年の労働環境の中で大きな課題となっているメンタルヘルスに関

する講演会や相談会などを開催していきます。 

 

⑨福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営【再掲（P9）】 
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目標５ 魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち 

 

【目標が示す将来像】 
 区内各地域の特性を最大限に活かし、杉並の魅力を伝えることによって、区内外か

ら人が集い、にぎわいが生まれ、地域産業が活性化しています。 

 

【現状と課題】 
 ○区内の各地域で様々な課題を抱えています。これらの課題に別々に取り組むだけ

では十分な成果が得られない現状を踏まえ、大きくまちづくりの視点から総合的

な解決を図り、地域の魅力を高めていく必要があります。 
○東京都への観光客数が年間 4 億人を超えながら、その多くは都心部の観光スポッ

トへの来訪で満足し、杉並区の集客にはつながっていません（平成 23 年東京都観

光客数実態調査・外国人旅行者行動特性調査）。地域資源を集約し、都心部にはな

い魅力を PR することで、区内はもとより、区外、都外、国外からの集客力を高め、

にぎわいの創出につなげていく必要があります。 
 ○全国に約 400 社あるアニメーション制作会社のうち、その約 9 割が東京都に集中し、

杉並区には約 70 社と練馬区と並び全国でも有数のアニメ制作会社の集積地となっ

ています（平成 23 年一般社団法人日本動画協会調査）。区は、日本国内屈指のアニ

メーション関連会社の集積地として、アニメーションミュージアムの設立・運営や

アニメーションフェスティバルなどの事業を進めてきました。今後もアニメーショ

ン産業の振興を図ることに加え、アニメの持つ発信力や集客力、まちや人に活気を

生む娯楽性の高さが活かされるよう取り組んでいく必要があります。 
 
【基本的な方向性・取組の視点】 
○各地域が抱える様々な課題を、産業振興、都市整備、地域振興、文化振興など様々

な角度から多面的に捉えなおし、ハード・ソフトの有機的な連携を図ることで、良

いまちを作りたいという住民の思いに応えられる魅力的なまちづくりを総合的に

展開していきます。 
○杉並の文化・芸術・歴史、各種イベントやまつり、個性的な店舗・事業所など杉並

の「良さ」、「らしさ」を再発見し、これらを集客資源として効果的に発信すること

で、持続的に集客力を高め、杉並の魅力を向上させていきます。 
○アニメコンテンツの持つ魅力を商店街の活性化や、まちのにぎわい創出につなげて

いく取組を推進するとともに、アニメーターの人材育成など、アニメーション産業

への支援を行っていきます。 
 
 
 

指 標 名 現 状 
目 標 

指標の説明 
26 年 33 年 

区内各駅の 1 日平均乗降人

員（※） 

669,034 人 

（23 年度） 
669,700 人 671,000 人

各鉄道会社の公表に

よる 

 ※JR４駅は乗車人員、他の駅は乗降人員の平均 

目標別指標 
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目標５ 魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥アニメコンテンツを活用した事業の支援 

取組 2 アニメを活用した事業の推進とアニメ産業の支援 

⑦アニメ制作者の人材育成支援 

⑧アニメーションミュージアムの活用方策の検討 

①杉並らしい集客コンテンツの集約 

取組 1 杉並らしさを活かした集客事業の推進 

②多様なメディアを活用した効果的な発信 

③多言語化への取組支援 

④杉並のシンボルとなるイベントの開催支援 

⑤集客事業を担う人材・組織の育成 

⑨地域特性を踏まえた商店街支援の促進【再掲】 

取組 3 まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり【再掲】 

⑩文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進【再掲】 

⑪商店街からの提案事業への柔軟な支援【再掲】 新 重 

新 重 

新 重 

重 

重 

重 
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取組１ 杉並らしさを活かした集客事業の推進 

区内には、中央線沿線をはじめ各所に行事、芸能、食文化など、様々な分野のコン

テンツが多数存在しています。このようなコンテンツを「杉並らしさ」という視点か

ら集客資源として再構築することによって、区内はもとより、区外、都外、国外から

の集客を実現し、「にぎわいと商機」の創出を図っていきます。 

 

①杉並らしい集客コンテンツの集約  新規・重点 

「高円寺の古着」、「阿佐ヶ谷のジャズ」、「荻窪のラーメン」、「西荻窪の骨董」や、

文学、演劇、ロック、クラシック、居酒屋、カフェ、雑貨など、多種多様なコンテン

ツを集約し、「様々な魅力が集まったエリア」として杉並が認識されるように PR を図

っていきます。 

 

②多様なメディアを活用した効果的な発信  新規・重点 

 区広報・ホームページにとどまらず、ガイドブックの配布、新聞社とのタイアップ

イベントの実施、即時かつ広範囲に情報伝達が期待できる SNS の導入、娯楽性が高く

誘引力の大きい AR の活用など、内容や用途に応じた効果的な発信を行っていきます。 

＊SNS（social networking service）：社会的なつながりの場をインターネット上で提供するサー

ビス。代表的なものに Facebook や mixi、Twitter などが挙げられる 

＊AR（Augmented Reality）：拡張現実。知覚する現実をコンピュータにより拡張する技術。例

えば、特定の写真や絵にスマートフォンをかざすと画面上で動画が起動するような仕組み 

 

③多言語化への取組支援 

 国外からの集客を視野に入れて、ガイドブックや飲食店のメニュー、簡易な接客問

答等の多言語化への取組を支援し、来訪時の心のこもった手厚いおもてなしの充実を

図っていきます。 

 

④杉並のシンボルとなるイベントの開催支援 

 高円寺阿波おどりや阿佐谷七夕まつりのような大規模なイベントは、開催される地

域にとどまらず、杉並のブランドイメージを向上させ、内外に対する大きな PR 資源と

なっています。今後さらに杉並のイメージアップにもつながる大規模なイベントの開

催を支援し、集客事業の起爆剤として効果的に活用していきます。 

 

⑤集客事業を担う人材・組織の育成 

地域イベントを企画・運営している人材や杉並の魅力を発信している「すぎなみ学倶

楽部」に携わる区民ライターなど、区内には集客事業を担うことができる人材は豊富に

存在しています。これらの人材をはじめ、意欲のある団体・民間事業者・個人を育成し、

将来的には民間主導による自立性の高い集客事業の組織設立を促していきます。 
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取組２ アニメを活用した事業の推進とアニメ産業の支援 

国内屈指のアニメ制作会社が多数本社を構えるなど、区は日本アニメ産業の中心地

となっています。こうした特徴を活かし、区内制作会社の協力を得ながら、アニメコ

ンテンツを活用した商店街の活性化やまちのにぎわいの創出を図っていきます。また、

制作者等の人材育成や、普及活動等により、区内アニメ産業の支援を行っていきます。 

 

⑥アニメコンテンツを活用した事業の支援  重点 

 アニメイベントの開催やキャラクターグッズの開発等、アニメコンテンツを活用し

た事業を支援することで、商店街の活性化やまちのにぎわいの創出を図っていきます。

また、区公式アニメキャラクター「なみすけ」のさらなる知名度の向上を図り、民間

事業者による「なみすけ」の商用利用を促進していきます。 

 

⑦アニメ制作者の人材育成支援  重点 

 区内アニメ制作会社と連携しながら、海外進出や高品質化など新たな課題に挑戦す

る次世代のアニメーターの育成・支援を図っていきます。 

 

⑧アニメーションミュージアムの活用方策の検討 

 アニメーションミュージアムが区のアニメ振興のシンボルとして広く認知され、ま

ちのにぎわいを創出し、より一層集客力のある施設となるために事業の充実と魅力を

発信するとともに、アニメコンテンツの活用などにおいても中心的な役割を担えるよ

う検討を行っていきます。 

 今後策定する「（仮称）施設再編整備計画」の方針を踏まえた活用方策についても検

討していきます。 

 

 

取組３ まちづくりと連動した魅力ある商店街づくり【再掲】 

 

⑨地域特性を踏まえた商店街支援の促進【再掲（P13）】  重点 

 

⑩文化・芸術を取り入れた商店街の魅力づくりの推進【再掲（P13）】 

 

⑪商店街からの提案事業への柔軟な支援【再掲（P13）】  新規・重点 
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参 考 資 料 
 

 
１ 区内産業に関する各種データ 

（杉並区産業実態調査報告書（平成 24 年 3 月）から引用） 

 
 

２ 杉並区産業振興審議会委員名簿 

 
 

３ 審議会の検討経過 

 
 

４ 杉並区産業振興審議会条例 

 
 
  

【区内産業に関する各種データの記号】 

 SA ： シングルアンサー （選択肢から１つ選択） 

 MA ： マ ル チ ア ン サ ー （選択肢から複数選択） 

 n ： その設問の有効回答数 
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１ 区内産業に関する各種データ 

（１）杉並区内事業所数、従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：事業所・企業統計（総務省） 

 

（２）産業分類別の事業所数の割合（近隣区市との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 21 年経済センサス（総務省） 

186,789
174,184

165,205

23,422
22,175

20,990

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H8 H13 H18

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

杉並区従業者数 杉並区事業所数(人) (事業所)

6.6%

7.2%

7.1%

12.1%

4.2%

6.0%

3.0%

4.1%

3.3%

5.2%

2.1%

9.3%

2.8%

3.5%

3.5%

4.2% 3.1%

23.5%

22.3%

27.9%

23.6%

24.9%

24.3%

13.9%

14.3%

8.1%

9.3%

13.9%

8.9%

5.6%

6.3%

3.7%

4.4%

5.0%

7.2%

15.1%

14.2%

15.1%

11.1%

17.7%

14.1%

8.7%

9.2%

10.4%

9.0%

8.7%

6.8%

4.0%

3.4%

4.6%

4.1%

4.9%

2.5%

8.7%

7.4%

9.6%

8.4%

7.8%

5.4%

4.2%

4.4%

4.0%

4.0%

3.8%

5.9%

1.9%

1.6%

2.1%

2.0%

2.6%

5.1%

1.1%

1.7%

1.8%

2.0%

1.9%

2.3%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

杉並区

中野区

世田谷区

練馬区

武蔵野市

区部

建設業 製造業 情報通信業

運輸業，郵便業 卸売業，小売業 不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業 生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

その他
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（３）３年前と比較した事業所の売上高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査 

 

 

（４）３年前と比較した事業所の売上高の推移（業種別）SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査

30％以上
の減少
20.8%

無回答
2.2%

わからない
4.2%

10％以上
30％未満
の減少
25.5%

ほぼ同じ
18.8%

10％未満の
増加
6.3%

10％以上
30％未満

増加
7.4%

30％以上
増加
3.5%

10％未満の
減少
11.4%

n=650 SA 

7.7

4.3

8.0

4.8

4.1

6.5 5.8

16.7

6.6

12.9

11.1

10.1

14.0

16.7

38.5

23.8

12.9

14.4

8.3

33.8

20.4

22.0

33.3

28.6

18.9

32.3

33.3

22.3

20.4

32.0

16.7

21.4

15.4

18.9

19.4

33.3

9.8

7.9

27.3

7.1

15.4

9.8

6.5

11.1

7.7

7.9

16.3

6.0

22.4

25.5

9.1

16.7

20.6

30.8

11.8

9.5

14.3

12.0

19.0

23.1

8.2

12.9

9.1 27.3

23.5

27.0

38.5

27.3

20.6

25.4

7.7 7.7

8.3

7.7

9.8

11.1

6.1

2.02.9　　　　　　　3.9

1.6 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2.0

2.9

2.4

　　      　4.0

 0.0

 0.0 0.0

0.0 3.2

 0.0  0.0 0.0

 0.0

0.0 0.0

n=102

n=63

n=13

n=11

n=139

n=49

n=50

n=12

n=42

n=13

n=122

n=31

n=9

医療・福祉

その他のサービス業

その他

建設業

製造業

情報通信業

学術研究・専門技術
サービス業

宿泊業・飲食サービス
業

生活関連サービス業・
娯楽業

教育・学習支援業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

不動産業・物品賃貸業

『増加した』

30％以上
増加

10％以上30

％未満増加

10％未満
の増加

ほぼ同じ

『減少した』

10％未満
の減少

10％以上30

％未満の減少

30％以上
の減少

わからない

(%)

16.6 55.9

17.4 61.9

15.4 46.2

27.3 63.7

16.6 70.5

16.3 55.1

18.0 66.0

16.7 58.3

11.9 69.0

15.4 38.5

20.5 46.0

22.6 64.6

22.2 66.6

『

増
加
し
た
』

『

減
少
し
た
』
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（５）今後の事業所の売上高の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査 

 

（６）今後の事業所の売上高の見込み（業種別）SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=101 16.8 39.6

n=64 23.5 45.3

n=14 42.9 28.6

n=11 18.2 54.5

n=141 21.3 51.0

n=50 20.0 42.0

n=51 17.7 58.9

n=12 8.3 41.6

n=43 11.7 51.2

n=14 35.7 28.5

n=125 20.0 40.8

n=32 21.9 50.1

n=9 33.3 44.4その他

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

不動産業・物品賃貸業

その他のサービス業

医療・福祉

学術研究・専門技術
サービス業

宿泊業・飲食サービス
業

生活関連サービス業・
娯楽業

教育・学習支援業

情報通信業

『

増
加
す
る
』

『

減
少
す
る
』

製造業

建設業

4.3 17.0

8.3

14.3

15.2

18.8

22.2

19.9

9.8

33.3

35.7

30.4

25.0

11.1

26.2

8.3

24.8

20.0

21.6

33.3

25.6

21.4

24.8

31.3

22.2

7.8

7.1

7.8

6.0

13.7

16.7

14.0

8.8

5.9

6.3

9.1

8.0

5.9

4.7

21.4

4.8

11.1

14.3

7.0

10.9

17.2

9.1

12.0

11.8

28.6

32.0

35.6

27.3

23.3

23.4

21.4

21.8

20.3

22.0

37.3

25.6

7.1

16.0

18.8

22.2

14.3

54.5

17.8

25.0

14.3

11.1

7.9

3.1 3.1

0.0 0.0

0.0

0.0

増加する

『増加する』

やや増加する
横ばい

（現状維持）
やや減少する

『減少する』

減少する わからない

(%)

減少する
24.5%

増加する
5.7%

やや増
加する
14.2%

横ばい
（現状維持）

26.0%やや
減少する

21.4%

わからない
7.8%

無回答
0.5%

n=650 SA 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査
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（７）事業所の主な顧客 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）事業所の主な顧客（業種別）MA 

産業分類 
杉並区内の 

一般消費者 

杉並区内の

企業・組織

区外の 

一般消費者 

区外の 

企業・組織

建設業 n=99 36.4％ 39.4％ 32.3％ 67.7％ 

製造業 n=63 11.1％ 14.3％ 25.4％ 81.0％ 

情報通信業 n=14 21.4％  50.0％ 28.6％ 85.7％ 

運輸業・郵便業 n=10 30.0％ 40.0％ 40.0％ 80.0％ 

卸売業・小売業 n=132 35.6％ 25.0％ 37.1％ 56.1％ 

不動産業・物品賃貸業 n=45 51.1％ 33.3％ 51.1％ 31.1％ 

学術研究・専門技術サービス業 n=50 16.0％ 30.0％ 26.0％ 76.0％ 

宿泊業・飲食サービス業 n=12 75.0％ 25.0％ 33.3％ 25.0％ 

生活関連サービス業・娯楽業 n=39 71.8％ 10.3％ 53.8％ 15.4％ 

教育・学習支援業 n=12 66.7％ 0.0％ 41.7％ 16.7％ 

医療・福祉 n=112 93.8％ 4.5％ 32.1％ 2.7％ 

その他のサービス業 n=31 19.4％ 32.3％ 35.5％ 71.0％ 

全産業 46.3％ 23.4％ 34.7％ 48.9％ 

 

 

  

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査

46.3

23.4

34.7

48.9

0 10 20 30 40 50 60

杉並区内の一般消費者

杉並区内の企業・組織

区外の一般消費者

区外の企業・組織

（％）



35 

（９）事業所の人材に関する経営課題 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査 

 

 

（10）事業所の人材に関する経営課題（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60
（％）

25.5
19.8

15.9
11.9

10.2

従業員の高齢化
特定専門技術を有する人材不足 

一般従業員の確保 
後継者の確保

人材育成に関する組織的制度が無い

n=640 MA 

従業員の高齢化

特定専門技術を有する人材不足 

一般従業員の確保 

後継者の確保

人材育成に関する組織的制度が無い

従業員の高齢化

特定専門技術を有する人材不足 

一般従業員の確保 

後継者の確保

人材育成に関する組織的制度が無い

学術研究・専門技術サービス業

11.8
2.0

11.8
2.0

13.7

0 50 100

(%)

宿泊業・飲食サービス業

33.3
16.7

8.3

33.3

0 50 100

(%)

生活関連サービス業
・娯楽業

19.0
23.8
21.4

11.9

38.1

0 50 100

(%)

教育・学習支援業

7.7

7.7

7.7

7.7

0 50 100

(%)

医療・福祉

28.0

23.2

9.6

8.0

17.6

0 50 100

(%)

その他のサービス業

12.5

15.6

6.3

9.4

28.1

0 50 100

(%)

n=102 MA n=63 MA n=13 MA 

n=11 MA n=137 MA n=49 MA 

n=51 MA n=12 MA 
n=42 MA 

n=13 MA n=125 MA n=9 MA 

従業員の高齢化

特定専門技術を有する人材不足 

一般従業員の確保 

後継者の確保

人材育成に関する組織的制度が無い

従業員の高齢化

特定専門技術を有する人材不足 

一般従業員の確保 

後継者の確保

人材育成に関する組織的制度が無い

建設業

38.2
16.7

11.8
13.7

37.3

0 50 100

(%)

製造業

15.9
11.1
12.7
11.1

22.2

0 50 100

(%)

情報通信業

46.2
7.7
7.7

15.4

7.7

0 50 100

(%)

運輸業・郵便業

27.3
36.4

9.1
9.1

45.5

0 50 100

(%)

卸売業・小売業

8.8
12.4
11.7
10.9

30.7

0 50 100

(%)

不動産業・物品賃貸業

8.2
22.4

12.2
20.4

18.4

0 50 100

(%)

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査
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（11）杉並区で事業を開始した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査 

 

 

 

（12）従業員の区内居住率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区事業所実態調査 

  

【その他の主な内容】 
後継者として事業を引き継いだため(27)／自宅兼事業所のため（16）／不動産をもっていたため
（8）／土地勘がある（5）／実家の事業継承(5)／知り合い・コネなどの縁(4)／先代・または創
業者が区内在住であったため(4)／人の薦めがあった(4)／本社・親会社などに近い(4)／貨物輸
送の利便性(4) 

27.7

25.3

21.5

14.9

14.5

9.5

9.1

6.5

5.1

4.6

3.8

3.7

3.3

2.9

1.0

17.6

14.0

19.9

9.5

7.8

7.1

5.2

2.1

1.4

1.4

0.7

0.7

0.5

0.5

0.2

0.2

0.0

22.3

20.4

0 5 10 15 20 25 30

区内に自宅がある

都心への交通の便が良い

自宅から通勤しやすい

地域イメージが良い

周辺地域の需要が多い

居住環境が良い

取引先に近い

近くに仕事の仲間がいる

家賃が安い

水や緑の環境が良い

駐車場がとれる

スペースが広くとれる

人材を確保しやすい

建物の設備が整っている

公的な支援策が充実

その他

特に理由はない

（％）

理由

最大の理由

n=622 MA 

n=422 SA 

正規・非正規の職員・
従業員のうち杉並区居
住者の割合

正規・非正規の職員・
従業員のうち杉並区居
住者男性の割合

正規・非正規の職員・
従業員のうち杉並区居
住者女性の割合

18.4

29.1

23.0

17.5

17.8

8.2

16.7

10.9

10.3

18.9

14.8

18.2

7.2

2.8

6.5

21.4

24.7

33.7

区内居住者
なし

25％未満 25～50％未満 50～75％未満 75～100％未満
全て区内
居住者

(%)
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環境に配慮した最先端の工場でものづくり
が行われている

その他

区民の日常生活を支える多様なサービス産
業が充実している

区内の農地が緑地として住環境に潤いを与
えている

区内に農地が残され新鮮な野菜が生産さ
れている

地域資源を活かした個性的な商店街がつく
られている

地域の文化的な魅力に惹かれて区外から
多くの買い物客や観光客が訪れている

区内の事業所に、多くの区民が働いている

駅前に集客力のある大型商業施設が数多
く立地している

最先端の技術を活用して新しい事業やサー
ビスが創出されている

72.9

39.8

34.9

33.8

28.5

23.2

21.5

16.5

7.4

4.6

0 20 40 60 80

（％）

（13）区民が望む杉並区の産業の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=284 MA 
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自宅周辺の一般商店

自宅周辺のスーパー

自宅周辺以外の区内のスーパー

自宅周辺のコンビニエンスストア

区内の駅周辺の大型商業施設

幹線道路沿道の大型商業施設

その他

14.3

74.1

13.0

26.3

9.6

14.7

27.6 24.9 13.3

7.2

24.6

『よく利用する』

3.8 11.9

35.2

29.0

23.9

『時々利用する』

15.7

24.2

24.6

『あまり利用しない』

23.2 35.5

14.7

『全く利用しない』

13.7

22.5

92.5

25.6

19.8

20.1

無回答

(%)

3.4 0.7

2.7 1.7 0.3 2.7

3.1

利
用
す
る

利
用
し
な
い

38.2 39.3

88.8 4.1

42.0 37.9

61.5 18.8

37.2 38.2

15.7 58.7

4.4 3.0

（14）小売業の年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 19 年商業統計（経済産業省） 

 

 

 

（15）区民が買い物に利用する店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査 

  

449,048 439,248 428,188318,028
278,427

297,054

802,520

745,561 752,855 736,143

505,074
481,898

466,572
484,278

307,655 291,481 300,982
281,475

397,732

297,307

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H11 H14 H16 H19

杉並区

中野区

世田谷区

練馬区

武蔵野市

(百万円)

n=293 SA 
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ほとんど利用
しない
8.9%

月に１回程度
7.8%

毎日
14.7%

週に２～３回
33.1%

週に１回
14.0%

月に２～３回
15.7%

年に数回
3.1%

無回答
2.7%

（16）区内商店街の区民の利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査 

 

 

 

 

（17）店舗業態別 店舗を選んだ理由（上位 5つ） 

店舗の 
業態 

自宅周辺 必ずしも自宅周辺ではない 

自 宅周辺 の

一般商店 

自宅周辺の

スーパー 

自宅周辺の

コンビニエ

ンスストア 

自 宅周辺 以

外 の区内 の

スーパー 

区 内の駅 周

辺 の大型 商

業施設 

幹 線道路 沿

道 の大型 商

業施設 

１位 家から近い 家から近い 家から近い 価格が安い １箇所で買い

物が済ませら

れる 

品揃えが豊富

２位 品質・鮮度が

良い 

１箇所で買

い物が済ま

せられる 

営業時間が

長い 

品揃えが豊富 品揃えが豊富 駐輪・駐車場

がある 

３位 安心感がある 価格が安い 欲しい物が

ある 

欲しい物があ

る 

品質・鮮度が

良い 

１箇所で買い

物が済ませら

れる 

４位 価格が安い 品揃えが豊

富 

１箇所で買

い物が済ま

せられる 

品質・鮮度が

よい 

欲しい物があ

る 

価格が安い 

５位 欲しいものが

ある 

営業時菜が

長い 

品揃えが豊

富 

駐輪・駐車場

がある 

ポイントなど

を発行してい

る 

品質・鮮度が

良い 

平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査 

 

  

n=293 SA 



40 

その他
4.8%

事業を継承
する考えは

なく自分の代
で廃業する
つもりである

31.7%

事業を継承
してもらいたい

が後継者
は決まって

いない
9.2%

親族以外の従
業員が

後継者になる
予定である

4.4%

事業主の
親族が後継者

になる
予定である

17.0%

まだ考えて
いない
29.9%

無回答
3.0%

加入している
67.5%

加入して
いない
27.7%

無回答
4.8%

（18）商店における後継者の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19）商店街組織への加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【その他】 

・人事異動 
・チェーン店のため、他職員

が後継 
・現フランチャイズで後直営

店に 
・会社が運営 
・親会社の子会社で営業 

資料：平成 23 年杉並区商店実態調査

n=271 SA 

資料：平成 23 年杉並区商店実態調査

n=271 SA 
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商店街組織へ加入していない　ｎ＝75　ＭＡ

28.0

28.0

9.3

9.3

5.3

2.7

2.7

0.0

0.0

38.7

6.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

効果が少ない

勧誘されていない

会費が高い

仕事を増やしたくない

高齢化している

チェーン店（本部の方針）

オーナーの協力が得られない

外国人である

競合店が加入している

その他

無回答

（％）

（20）商店街組織へ加入しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【その他】 

・商店街ではない・離れている 
・商店街組織がない 
・組織を知らない 
・一般業種と異なるため 
・仕事内容が特殊なため 
・商売ではないので必要性を感じない 
・商店街とはあまり関係ない 

・小売商店ではない 
・商店街組織化に魅力を感じない 
・商店街連合会に個人で入ったが、活動が無くや

めました 
・以前入っていたが辞めた 
・テナントのため 

資料：平成 23 年杉並区商店実態調査

n=75 MA 
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自給的農家
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耕地面積
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（21）杉並区の農家数及び耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：世界農林業センサス（農林水産省） 

 

 

 

（22）耕地面積の比較（近隣区市との比較） 平成 22 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2010 年世界農林業センサス（農林水産省） 

 

※農林業センサスでは、「農家」とは「経営耕地面積が 10 アール以上の農業を行う世帯又は過去
1年間における農業生産物の総販売額が 15 万円以上の規模の農業を行う世帯」をいう。 
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野菜 果樹 花き

（23）主な野菜・果樹の収穫量（近隣区市との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都農作物生産状況調査結果報告書（平成 21 年度） 

 

 

（24）農業算出額（近隣区市との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都農作物生産状況調査結果報告書（平成 21 年度） 

 

  

杉並区 中野区 世田谷区 練馬区 武蔵野市

品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ）

トマト 151 カリフラワー 23 だいこん 121 キャベツ 2,274 だいこん 105
だいこん 134 ばれいしょ 10 こまつな 106 だいこん 596 キャベツ 83
キャベツ 99 トマト 9 ばれいしょ 103 ばれいしょ 244 ばれいしょ 40
ばれいしょ 68 だいこん 6 キャベツ 97 ブロッコリー 212 ブロッコリー 33
ねぎ 37 なす 6 トマト 70 こまつな 138 こまつな 31
ブロッコリー 33 かんしょ 3 ブロッコリー 53 ねぎ 131 とうもろこし 30
かんしょ 33 きゅうり 3 ねぎ 43 えだまめ 118 ねぎ 25
さといも 22 ブロッコリー 2 さといも 39 ほうれんそう 102 ほうれんそう 20
とうもろこし 19 はくさい 2 えだまめ 34 とうもろこし 70 えだまめ 18
えだまめ 19 － 0 かんしょ 30 さといも 60 さといも 14

品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ） 品　目 収穫量（ｔ）

キウイフルーツ 8 － 0 ぶどう 19 ぶどう 48 日本なし 23
くり 5 － 0 うめ 8 ブルーベリー 26 ぶどう 11
うめ 2 － 0 くり 5 キウイフルーツ 14 キウイフルーツ 5
ブルーベリー 1 － 0 日本なし 1 うめ 6 ブルーベリー 3

－ 0 － 0 ブルーベリー 1 日本なし 5 くり 1
－ 0 － 0 － 0 くり 5 － 0



44 

ｎ＝282　ＭＡ　無回答11除く

76.2

22.3

22.0

2.5

4.3

11.3

0 20 40 60 80 100

生産された農産物を直売所で買いたい

区民農園を利用したい

ガーデニングや家庭菜園の指導を受けたい

本格的に農業に取り組みたい

その他

関わりたいとは思わない

（％）

（25）杉並区民の区内農地に対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査   

 

 

（26）区民が望む農業との関わり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査 

  

ｎ＝287　ＭＡ　無回答6除く

69.0

62.0

56.4

39.7

13.6

3.5

5.9

5.6

0 20 40 60 80

貴重な緑地として保全して欲しい

新鮮な農作物が食べられるので生産し続けて欲しい

体験農園・収穫農園など農作業を

身近に学び楽しめる場となってほしい

防災上貴重なオープンスペースなので保全してほしい

みどり豊かな公園に変わって欲しい

にぎわいを生み出すために商業施設に変わって欲しい

よくわからない

その他

（％）

ｎ=287 MA 

ｎ=282 MA 
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43.4

42.0

37.7

21.4

13.9

3.9

24.2

5.0

0 10 20 30 40 50

区の独自の地域文化として定着する

区の知名度が高まる

区独自の地場産業として発展する

観光客により地域に賑わいが生まれる

区のイメージが良くなる

その他

あまり期待できない・あまり期待していない

全く期待できない・全く期待していない

（％）

（27）アニメスタジオが杉並区に集積していることの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査   

 

 

 

 

（28）アニメーション産業に対する期待 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 23 年杉並区の産業に関する区民意向調査   

 

 

  

ｎ=293 SA 

良く知っ
ている
10.9%

ある程度は
知っている

42.7%

知らなかった
44.7%

無回答
1.7%

ｎ=281 MA 
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２ 杉並区産業振興審議会委員名簿 

平成 25 年 4 月 1日現在 

 氏 名 所 属 等 備考 

1 井上
いのうえ

 泰
やす

孝
たか

 杉並産業協会 名誉会長  

2 今村
いまむら

 国治
くにはる

 杉並区町会連合会 会長  

3 大平
おおひら

 義
よし

道
みち

 
東京土建一般労働組合杉並支部  
執行委員長 

 

4 金子
か ね こ

 憲
あきら

 首都大学東京都市教養学部 准教授 
審議会副会長 
条例検討部会会長 

5 

川本
かわもと

 拡史
ひ ろ し

 西武信用金庫 事業支援部 平成 24 年 5 月 31 日まで委嘱

松本
まつもと

 聡
さとし

 西武信用金庫 事業支援部 平成 24 年 6 月 1 日から 
平成 24 年 9 月 30 日まで委嘱

小淵
こ ぶ ち

 康
やす

博
ひろ

 西武信用金庫 事業支援部  平成 24 年 10 月 1 日から委嘱

6 小竹
こ た け

 良夫
よ し お

 東洋時計（株） 代表取締役  

7 坂田
さ か た

 幸彦
ゆきひこ

 東京商工会議所杉並支部 副会長  

8 下田
し も だ

 恭子
きょうこ

 東京青年会議所杉並委員会 前委員長  

9 滝澤
たきざわ

 廣
ひろし

 東京中央農業協同組合 営農経済部長  

10 田中
た な か

 みつ子
こ

消費者グループ連絡会  

11 徳田
と く だ

 達
たつ

介
すけ

 杉並区商店会連合会 会長  

12 内藤
ないとう

 松
まつ

幸
ゆき

 杉並区農業委員会 会長職務代理  

13 中村
なかむら

 浩一
こういち

 杉並区商店会振興組合連合会 副理事長  

14 中村
なかむら

 實
まこと

 杉並区中小企業診断士会 理事長  

15 
福田
ふ く だ

 健二
け ん じ

 岩通ユニオン労連会長 平成 25 年 1 月 31 日まで委嘱

金子
か ね こ

 征
せい

治
じ

 岩通ユニオン労連会長 平成 25 年 2 月 1 日から委嘱

16 保坂
ほ さ か

 房
ふさ

雄
お

 杉並産業協会 会長  

17 松島
まつしま

 茂
しげる

 
東京理科大学大学院教授  
イノベーション研究科技術経営専攻 

審議会会長 

18 水島
みずしま

 隆
たか

年
とし

 東京商工会議所杉並支部 副会長 

19 
両角
もろずみ

 孝
たか

保
やす

 日本動画協会事務局長 平成 24 年 6 月 30 日まで委嘱

松本
まつもと

 悟
さとる

 日本動画協会事務局長 平成 24 年 7 月 1 日から委嘱

20 和田
わ だ

 新也
し ん や

 箱根植木（株） 代表取締役  
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３ 審議会の検討経過 

 

会 議 開催日 主な議事 

第1回審議会 平成24年5月18日 
委員委嘱、会長選出、副会長指名、今後の

進め方について 

第2回審議会 平成24年6月6日 中小企業振興基本条例について 

第3回審議会 平成24年7月3日 
杉並区の商業振興施策及び商店街活性化に

ついて 

第4回審議会 平成24年8月7日 
杉並区の農業及びアニメ産業等における課

題や活性化策について 

第5回審議会 平成24年10月17日
地域経済の新たな活性化策のあり方につい

て（電子地域通貨） 

第6回審議会 平成24年11月8日 産業振興計画の答申に向けて 

第7回審議会 平成24年12月11日 産業振興計画改定の答申案の確認 

答 申 平成24年12月27日
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４ 杉並区産業振興審議会条例 

 

（設置） 

第１条 産業の振興に関して必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、杉並区

産業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、産業の振興に関する重要な事項について、区長の諮問に応じ、答申する。 

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員２８人以内をもって組織する。 

 (１) 区内の産業団体に属する者 １０人以内 

 (２) 産業関係者 １０人以内 

 (３) 学識経験者 ３人以内 

 (４) その他区長が適当と認める者 ５人以内 

２ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 審議会に副会長１人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすること

ができる。 
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（部会） 

第６条 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会の委員及び部会長は、第３条第１項に規定する委員のうちから、会長が指名する。 

３ 部会の会議は、公開とする。ただし、部会の議決があったときは、非公開とすることがで

きる。 

４ 前３項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。 

 

（委員以外の者の出席等） 

第７条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席

させて意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年杉並区条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

 

 

 


